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健診日程、対象年齢、申し込み方法など詳しい内容は、各世帯に配布した健診申し込みチラ
シをご覧ください。　　※がん検診は、社会保険の方も受診できます。

子宮がん検診、乳がん検診および前立腺がん検診は、対象年齢の方であれば２年連続受診の方についても自己負
担額は無料です。ご予約は期間中随時受け付けています。
平成２９年度から採血によって検査できる胃がんリスク検査の実施を予定しています。

集団健診

※平成２９年度に集団検診で実施する婦人がん検診は『子宮がん検診』のみです。
　申込者多数の場合は、検診日・会場などご希望に沿えない場合があります。

個別健診

受診期間：５月～１０月末まで
個別健診で受診される場合は、集団健診の受診票と異なりますので、電話で「個
別健診で受ける」と申し出てください。受診票については、期間中随時発行可
能です。ただし、受診日の予約などにつきましては、受診しようとする医療機関に
直接問い合わせる必要があります。
町内医療機関（大杉中央病院、大田口医院）では、特定健診、高齢者健診および

肺がん・結核予防レントゲン検診が受診できます。
県内指定医療機関では、特定健診、高齢者健診および婦人がん検診が受診できます。
※婦人がん検診の受診期間は７月１日～１２月末までの予定となっております。
※平成２９年度から８０歳以上の方を対象に、胃内視鏡検査の実施を予定しております。

特定健診・がん検診・高齢者健診
申し込み受け付け開始！

特定健診・がん検診・高齢者健診
申し込み受け付け開始！

受診費無料！（対象年齢外の方を除く）
申し込みはお電話、または白色の専用ハガキで！
☎⑨７２－０４５０　住民課健康づくり班

５月13日（土）
５月14日（日）
６月３日（土）
７月９日（日）

天坪・大杉・立川地区
西豊永・大田口・穴内地区
東豊永・西峰・東部地区
全地区

特定健診・高齢者健診・胸部・胃がん・大腸がん・
前立腺がん・肝炎ウイルス・胃がんリスク検査
（総合ふれあいセンター）
受付時間　８：３０～１０：００

子宮がん検診

東豊永公民館
（東豊永生涯学習センター）

総合ふれあいセンター
　
大豊町役場

10月14日（土）

９：００～９：３０
　
１０：００～１１：３０
１３：００～１３：３０
１５：００～１５：３０
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国
保
加
入
の
手
続
き
を
せ
ず
医
療
機

関
で
診
療
な
ど
を
受
け
た
場
合
、
い
っ

た
ん
自
己
負
担
と
な
り
ま
す
が
、
診
療

日
か
ら
２
年
間
は
役
場
へ
申
請
を
す
れ

ば
保
険
者
負
担
分
（
町
負
担
分
）
は
返

還
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
国
保
税
は
、
届
け
出
を
し
た

月
か
ら
で
は
な
く
国
保
に
加
入
す
る
資

格
を
得
た
月
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
課
税

さ
れ
ま
す
。

　

職
場
の
健
康
保
険
な
ど
へ
加
入
し
た

後
に
、
国
保
の
保
険
証
で
医
療
を
受
け

た
場
合
、国
保
で
負
担
し
た
医
療
費
（
保

険
者
負
担
分
）
を
返
還
し
て
い
た
だ
く

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

職
場
の
健
康
保
険
な
ど
に
加
入
さ
れ

て
か
ら
、
健
康
保
険
証
が
交
付
さ
れ
る

ま
で
に
時
間
が
か
か
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
間
に
国
保
の
保
険
証
で
医
療

機
関
を
受
診
し
て
い
る
場
合
は
、
至
急
、

健
康
保
険
が
変
更
し
た
こ
と
を
医
療
機

関
に
も
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

【
平
成
29
年
度
の
国
保
の
保
険
証
】

　

平
成
29
年
度
の
保
険
証
は
、
一
般
被

保
険
者
が
緑
色
、
退
職
被
保
険
者
が
青

色
で
す
。

　

３
月
下
旬
に
世
帯
全
員
の
分
を
世
帯

主
に
送
付
し
ま
す
。

　

年
度
替
わ
り
の
時
期
は
、
転
入
・
転
出
・
就
職
・
退
職
な
ど
に
よ
り
国
民

健
康
保
険
の
加
入
・
脱
退
な
ど
の
手
続
き
が
多
く
な
る
時
期
で
す
。

　

加
入
・
脱
退
な
ど
の
手
続
き
は
、14
日
以
内
に
必
ず
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

医
療
機
関
に
も

保
険
変
更
の
届
け
出
を

加
入
の
手
続
き
が
遅
れ
た
場
合

脱
退
の
手
続
き
が
遅
れ
た
場
合

【
医
療
費
の一
部
負
担
金
の
減
免
等
に
つ
い
て
】

　

国
保
の
被
保
険
者
の
方
が
次
の
よ
う

な
理
由
に
よ
り
、
医
療
費
の
支
払
い
が

困
難
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
世
帯
主

の
申
請
に
よ
り
医
療
費
の
一
部
負
担
金

（
自
己
負
担
額
）
に
つ
い
て
、
減
免
や

徴
収
猶
予
が
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

《
減
免
な
ど
の
要
件
》

　

①
震
災
、
風
水
害
、
火
災
な
ど
に
よ

り
資
産
に
重
大
な
損
害
を
受
け
た

と
き

　

②
災
害
に
よ
る
農
作
物
の
不
作
、
不

漁
な
ど
に
よ
り
収
入
が
著
し
く
減

少
し
た
と
き

　

③
事
業
ま
た
は
業
務
の
休
廃
止
、
失

業
な
ど
に
よ
り
収
入
が
著
し
く
減

少
し
た
と
き

《
適
用
期
間
》

　

審
査
の
結
果
、
認
め
ら
れ
た
場
合
、

徴
収
猶
予
は
６
カ
月
以
内
を
限
度
と

し
て
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

減
免
は
１
カ
月
単
位
の
更
新
制
で
原

則
３
カ
月
を
限
度
と
し
て
適
用
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
問
い
合
わ
せ
先 …

住
民
課
保
険
窓
口
班　

岡
﨑

国
民
健
康
保
険
の
届
け
出
は
お
早
め
に
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